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負の連鎖　不法投棄

不法投棄は犯罪です
▼
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

第
16
条　

何
人
も
、
み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨

て
て
は
な
ら
な
い
。

【
罰
則
】５
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
１
，０
０

０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
ま
た
は
こ
れ
を

併
科
す
る
。

▼
軽
犯
罪
法

左
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
拘
留
ま
た
は

科
料
に
処
す
る
。

第
１
条
25
号　

川
、
み
ぞ
そ
の
他
の
水
路
の

流
通
を
妨
げ
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
者

第
１
条
27
号　

公
共
の
利
益
に
反
し
て
み
だ

り
に
ご
み
、
鳥
獣
の
死
体
そ
の
他
の
汚
物
ま

た
は
廃
物
を
棄
て
た
者

【
罰
則
】刑
事
施
設
で
の
１
日
以
上
30
日
未
満

の
拘
留
ま
た
は
１
，０
０
０
円
以
上
１
０
，０

０
０
円
未
満
の
科
料
に
処
す
る
。

▼
河
川
法
施
行
令

第
16
条
の
４
第
１
項　

何
人
も
、
み
だ
り
に

次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
２
号　

河
川
区
域
内
の
土
地
に
次
に
掲
げ

る
も
の
を
捨
て
、
ま
た
は
放
置
す
る
こ
と
。

ロ　

土
石（
砂
を
含
む
）

ハ　

ご
み
、
ふ
ん
尿
、
鳥
獣
の
死
体
そ
の
他

の
汚
物
ま
た
は
廃
物

【
罰
則
】３
か
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は
20
万
円
以

下
の
罰
金

▼
板
倉
町
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
条
例

第
８
条　

何
人
も
、
町
内
に
ポ
イ
捨
て
を
し

て
は
な
ら
な
い
。

【
罰
則
】原
状
回
復
の
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、

３
０
，０
０
０
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

　町では、不法投棄防止のための

看板を作成しています。私有地へ

の不法投棄にお困りのかたは、お

問い合わせください。無償で提供

しています。

　一人ひとりの力で、住みよい、

きれいなまちづくりにご協力くだ

さい。

不法投棄されないための対策

　草の生い茂る場所は、ごみが捨てら

れやすい場所です。日頃から手入れを

し、見晴らしをよくすることで、不法

投棄しにくい場所にしましょう。

　空き地となっている場合などは、柵

やロープを張るなどして、誰が見ても

立ち入り禁止である場所だと分かるよ

うにしましょう。

　見回りを定期的に行うことで、不法

投棄を防止しましょう。

　ポイ捨てを含め、不法投棄はさまざまな法律など
で禁止されています。

　不法投棄しているところを見つけたら、警察に通報してください。

また、不法投棄されてしまった場合、捨てられたものが犯罪に関わっ

ている可能性もあります。中身が分からないもの、危険を感じるもの

は、むやみに触れたりせず、警察に通報しましょう。

　犯罪性のないものについては、役場環境下水道係へご相談ください。

不法投棄を発見したら
○群馬県産業廃棄物１１０番　　 ０１２０－８１－５３２４

○群馬県警察　館林警察署　　　 ０２７６－７５－０１１０

○環境下水道係　　　　　　　　 ０２７６－８２－６１３２

除草 柵など 見回り

私有地に不法投棄され、誰が不法投棄をしたのか不明な場合、土地の所
有者（管理者）が自らの責任でごみの処理をしなければなりません。

　ごみを投棄されたうえに、さらに処分費用がかかるのは納得できるものではありません。ぜ
ひ、土地を適正に管理して、不法投棄を未然に防ぎましょう。
　下記のほか、防犯カメラの設置は、不法投棄以外の防犯効果を得られる手段です。住居侵入
の防止や外壁への落書き防止にもつながります。


